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77条調査との比較による整合チェック・作成手順書 

 

1.  目的 

現在、「全国道路施設点検データベース」（以下、点検 DBという）の運用が本格的に開始され、

主に「77条調査」（法定点検 6施設のみ）、「点検情報」、「道路管理データ（MICHI）」の 3つの情

報が登録・管理されている。 

これらの３つ情報は、現在別々に登録・管理されているものの今後は各情報が紐づけられ、シ

ステム上で参照できる予定となっているが、「道路管理データ（MICHI）」は新設・修繕工事をベ

ースに整備されていることから、点検施設から作成されている 77 条調査の登録施設との差異で

77条調査との紐づけする際に問題となる可能性がある（登録データはオープン化される）。 

本書では、77条調査と道路施設情報の比較・整合チェックを行い、不足している道路施設情報

を作成する手順を示すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 点検 DB内における 77条調査と道路管理データ（MICHI）（MICHI）との紐づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道路施設情報（諸元や点検結果等）のオープンデータ化 
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2.  77条調査との比較によるチェック・作成 

2.1.  77条調査情報の抽出 

点検 DB から 77 条調査情報を抽出する方法は、各運営機関（道路橋 DB、トンネル DB、付属

物 DB、土工 DB）により異なるため、各種マニュアルを参照しながら対応する必要があるが、こ

こでは、道路橋 DBを事例に 77条調査データを抽出する方法を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 77条調査情報の抽出方法 

  

①管理者区分 

の選択 
②検索の実行 

③CSV出力 
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2.2.  道路管理データ（MICHI）の抽出 

点検 DBから道路管理データ（MICHI）を抽出する方法は、各運営機関（道路橋 DB、トンネル

DB、付属物 DB、土工 DB）により異なるため、各種マニュアルを参照しながら対応する必要があ

るが、ここでは、道路橋を事例に道路管理データ（MICHI）を抽出する方法を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①管理者区分 

の選択 

②抽出データの

選択 

③CSV ダウンロード 
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2.3.  77条調査との比較によるチェック 

前項で抽出した 77条調査のデータを基に、該当する施設が道路管理データ（MICHI）に登録さ

れているかを確認する。なお、77条調査と道路管理データ（MICHI）の工種は異なる場合がある

ため、以下の条件に基づき比較を行うものとする。また、施設の比較を行う場合は、開発建設部

毎、路線毎、現旧区分毎、距離標毎に施設の一覧表をソートしてから比較すると確認しやすい。 

 

表 77条調査と道路管理データ（MICHI）との比較・チェック 

77条調査 道路管理データ（MICHI） 

道路橋 D010（橋梁）、D020（橋側歩道橋） 

なお、溝橋の場合は、土工 DB に登録されている可能性があるた

め、下記工種に関しても確認すると良い。 

D070（地下横断歩道）、D090（横断 BOX）※1 

※1：「内空幅」2m以上かつ「土被り」1m未満の施設 

トンネル D040（トンネル） 

シェッド D050（洞門）、D060（スノーシェッド） 

大型 

カルバート 

D080（道路 BOX）※2、D090（横断 BOX）※2 

※2：「内空幅」が 6ｍ以上の施設 

横断歩道橋 D030（横断歩道橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 77条調査データと道路管理データ（MICHI）との比較 

 

巻末に令和 6年 3月末時点の登録施設情報を対象に開発建設部毎、路線毎、現旧区分毎、距離

標毎（１km単位）に施設数を比較した結果を示す。このため、この情報を参考に施設数が大きく

異なる区間を確認し、未登録施設がある場合は、新規で施設情報を登録する必要がある。 

  

77条調査データ 道路管理データ（MICHI）

（MICHI） 

登録されていることを 

確認する。 
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2.4.  道路管理データ（MICHI）の作成 

(1)  関連資料の収集 

道路管理データ（MICHI）の作成においては、当該施設の完成図書や定期点検調書などの既

存資料を収集して作成するものとする。 

【道路管理データ（MICHI）を作成する際の関連資料】 

① 道路台帳附図  ②工事完成図書  ③定期点検調書 等 

 

(2)  道路管理データ（MICHI）の作成 

本局のデータ更新業務にて、各点検 DBの運営機関から提供されている「登録サービス」を

用いて点検 DBに登録するが、以下に「WEB一括更新登録機能」を用いてデータ登録する場

合の道路管理データ（MICHI）の作成方法を示す。 

 

表 道路管理データ（MICHI）を作成する方法 

項目 詳細内容 備考 

WEB 一括

更新登録用

のデータ作

成 

運営機関から提供される登録書式（EXCEL、CSV

ファイル等）に基づき、以下の手順で作成する。 

①北海道開発局 HP「道路施設基本データ等作成支

援サイト」から以下をダウンロードし、道路施設

基本データを作成する。 

 ・道路施設台帳記入シート 

 ・道路施設基本データ作成システム 

②北海道開発局 HP「道路施設基本データ等作成支

援サイト」の「道路管理データ（MICHI）ベース

作成マニュアル（データ作成編／更新編）」に従

い、登録用データを作成する。 

③本書「別紙１」の手順に従い、登録用データを点

検 DBへ登録できるようデータ加工を行う（本局

業務）。 

土工 DB におけ

るデータ削除は

WEB 一括更新

サービスが提供

されていないた

め、作成した削

除データを基に

本局業務で 1 施

設ずつ削除する 

 

なお、登録する施設が、地下横断歩道、道路 BOX、横断 BOXの３施設のうち、道路軸方向

（斜角考慮）の外寸２ｍ以上、かつ土被り１ｍ未満のカルバートが、「橋梁」又は「橋側歩道

橋」として作成する必要がある（77条調査で施設データが登録されている点検DBに準ずる）。 
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